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１．事業概要 

 

（１）経緯等   

   現在の埋立最終処分場は平成4年10月に廃棄物の埋立を開始し、現在23年目を 

   迎えている。長年にわたる継続的な埋立に伴って、現埋立地の残容量は減少して 

   おり、現在の埋立処分場敷地内で埋立範囲の拡張事業を計画する。 

 

 

 

 

 

方法書：1頁 

（２）事業者名 株式会社南都興産（御所市大字蛇穴406-1） 

（３）事業名   重阪最終処分場拡張事業 

（４）事業区域 御所市大字重阪地内 

（５）事業面積 環境影響評価の対象となる事業地面積：２７．５ヘクタール 

                     （うち廃棄物埋立面積：１２．８ヘクタール） 

 
（６）事業期間 新規埋立区域の事業期間：約２５年間 
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国道 
24号線 

（事業実施区域の概況） 

アセス対象事業実施区域 ： ２７．５ヘクタール 

現在の埋立範囲 ： ６．９ヘクタール 

変更後の埋立範囲 ：１２．８ヘクタール 

大淀町 

【事業区域 御所市大字重阪地内】 
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【今回の手続】 

方法書：評価項目・手法の選定 

準備書：環境アセスメントの結果の公表 

評価書：環境アセスメントの結果の確定 

H27.3.31   公告・縦覧 
H27.6.4     意見概要提出 
H27.5.15,6.12,7.10  部会審議 
H27.8.4     審議・答申・・・（別紙１） 
H27.8.28   知事意見・・・（別紙２） 

環境アセスメントの実施 

環境影響評価審査部会 

環境審議会 

H28.5.13、7.8、8.1 
部会審議・部会意見 

知事意見 

調査・予測・評価の実施 
環境保全措置の検討 

H28.4.11 公告 H28.4.11～5.10 縦覧 
H28.5.11～5.24 意見聴取期間 →意見の提出数 ０  
H28.5.26  意見概要提出  

 公告～1月間 縦覧 

※事業の着手は評価書公告後 

審議・答申 

知事意見 
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２．審議の経緯 


